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６．保険料の計算
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労働保険料と社会保険料

• 「標準報酬月額」「標準賞与額」をもとに算出する。

• 保険料は事業主と従業員で折半負担。健康保険料率は、協会けんぽは
都道府県ごと、健康保険組合は組合ごとに異なる。厚生年金の保険料
率は全国一律。

• 納付、給料からの控除は毎月行う。

労働保険料（労災保険・雇用保険）

• 「賃金総額」をもとに算出する。
• 労災保険料は全額事業主負担。雇用保険料は事業主と従業員で負担。
• 保険料率は業種により異なる。
• 原則として、申告・納付は年１回「年度更新」による。
• 給料からの控除は支払う都度行う（雇用保険料のみ）

社会保険料（健康保険・厚生年金保険）



2023/7/12 3

労働保険料のイメージ

労災保険

雇用保険

• 賃金(月額) × 保険料率 ＝ 事業主負担の保険料
      
※保険料率は業種によって決まっている

• 賃金(月額) × 保険料率(事業主負担) ＝ 事業主負担の保険料

• 賃金(月額) × 保険料率(被保険者負担)＝ 従業員(被保険者)負担の保険料

©ドリームサポートグループ
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雇用保険料は、給与を支払う都度、給与の額（総支給額）に
被保険者負担率を乗じて算出し控除する。

雇用保険料＝総支給額×被保険者負担保険料率

雇用保険料の控除



雇用保険料は、1 年に１ 回 ６月１日～７月10 日までに、概算
保険料として年間保険料を申告・納付し、１年を経過した時点で
確定保険料との差額を精算する（年度更新）。
そのため、毎月の給与から控除した雇用保険料の額を翌月に納付
する、といったことは行わない。

＊労災保険料は、雇用保険料と同じタイミングで申告・納付する。

52023/7/12

労働保険料の納付
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• 標準報酬月額 × 保険料率 ＝ 保険料
※40歳以上の方は介護保険料もかかる

• 保険料 ÷ ２ ＝ 折半負担の保険料

• 標準報酬月額 × 保険料率 ＝ 保険料

• 保険料 ÷ ２ ＝ 折半負担の保険料
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社会保険料のイメージ

健康保険（+介護保険）

厚生年金保険
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健康保険・厚生年金保険の保険料額表
※協会けんぽ（東京都）
の場合



被保険者から徴収する社会保険料は、以下の3種類
・健康保険料・・・75歳未満の被保険者が対象
・介護保険料・・・40歳以上65歳未満の

   「介護保険第2号被保険者」が対象
・厚生年金保険料・・・70歳未満の被保険者が対象

社会保険料は、給与の額（総支給額）にかかわらず、
標準報酬月額に被保険者負担保険料率を乗じて算出する。
控除のタイミングは、翌月。
（＝支給する給与から前月分の保険料を控除する）

社会保険料＝標準報酬月額×被保険者負担保険料率
82023/7/12

社会保険料の控除
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ある年齢に到達するのは誕生日の前日

＜例＞4月1日生まれの人は3月31日に●歳に到達する
40歳到達月：介護保険料控除開始⇒３月分保険料から控除開始
65歳到達月：介護保険料控除なし⇒２月分保険料までで控除終了
70歳到達月：厚生年金資格喪失⇒ ２月分保険料までで控除終了
75歳到達月：健康保険資格喪失⇒ ※3月分保険料で控除終了
※75歳のみ例外的に「誕生日当日」で資格喪失しその日から後期高齢者医療制度に移行する。
そのため、4月1日生まれの人は3月分まで健康保険料がかかる。

●月分保険料は、翌月の給与から徴収するのが原則
「3月分」保険料を徴収するのは、「4月」に支給される給与から

92023/7/12

保険料控除の開始と終了のタイミングに注意！
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■定時決定（算定基礎届）
・4月・5月・6月に受けた報酬の平均により年１回改定
・その年の９月から翌年８月までの１年間適用
・17日未満の月を除いて算定（パートタイムは算定方法が異なる）

■随時改定（月額変更届）※以下のすべてを満たしたとき

・固定的賃金に変動があった
・固定的賃金の変動月から3ヵ月間の報酬の平均と現在の等級を
比べ2等級以上の差が生じた
・3ヵ月の報酬支払基礎日数が全て17日以上ある

102023/7/12

標準報酬月額の改定に関する手続き①
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■育児休業・産前産後休業終了時の改定
（育児休業等終了時報酬月額変更届・産前産後休業終了
時報酬月額変更届）
休業明けに時短勤務等により給与が変動したとき、適正な標準
報酬月額に変更するための届出

・３歳未満の子を養育していること

・職場復帰日の属する月以後３ヵ月間の報酬の平均で、標準報
酬月額が１等級以上変動したこと
・17日未満の月を除いて算定
・本人の申出があること

112023/7/12

標準報酬月額の改定に関する手続き②
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■養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
（養育期間標準報酬月額特例申出書）
３歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が時
短勤務等により低下したとき、子を養育する前のより
高い標準報酬月額に基づいて将来の年金額を計算する
特例
・３歳未満の子を養育していること
・本人の申出があること

122023/7/12

標準報酬月額の改定に関する手続き③
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賞与にかかる社会保険料

賞与に対する社会保険料は、標準賞与額に被保険者負担保険料率
を乗じて算出し、控除する。

標準賞与額は、原則として賞与の額の1,000円未満の端数を切り
捨てた金額。ただし上限があり、上限を超える部分に対しては、
保険料がかからず、年金額にも反映されない。

賞与の社会保険料＝標準賞与額×被保険者負担保険料率

◎標準賞与額の上限の決め方◎

健康保険：１年度※の標準賞与額の累計が573万円となるように決定

厚生年金：１回の賞与につき150万円となるように決定

※ １年度とは４月～翌３月の１年間

©ドリームサポートグループ
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社会保険料の納付

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の納付

厚生年金保険などの社会保険の保険料は、個々の労働者の毎月の
給与から控除した額の合計と事業主負担分を翌月末日までに日本
年金機構宛に納付する。

<例> ・4月分の保険料は5月に支給する給与から控除
・労働者と事業主負担分を合わせて5月末までに納付

口座引落しによる納付を利用している会社がほとんど。

©ドリームサポートグループ
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育児休業等期間中の社会保険料の免除

•３歳未満の子を養育するための育児休業等（育児休業及び育児

休業に準じる休業）の期間は、事業主が 「育児休業等取得者申

出書」を提出することにより、健康保険・厚生年金保険の保険

料が事業主負担分・ 被保険者負担分ともに免除される。

•産前産後休業期間中も同様に免除対象となる。

※免除される期間

育児休業等を開始した日の属する月から、その休業等が終了する
日の翌日が属する月の前月まで

例 ※８月30日に終了した場合 ⇒ 7月分まで免除

※８月31日に終了した場合 ⇒ 8月分まで免除
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事業主が「育児休業等取得者申出
書」を提出することで、社会保険
料が事業主負担分・労働者負担分
ともに免除される

※休業終了予定日より早く職場復帰した
ときは「育児休業等取得者終了届」を提
出

※産前産後休業期間についても同様に
「産前産後休業取得者申出書」等を提出
することで社会保険料が免除される

保険料免除の手続き
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社会保険料の免除要件の改正（2022年10月～）

•育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業

等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除される。

※休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。                       

※土日等の休日も期間に含む。

同月内に14日以上育児休業等を取得した場合も免除される

出典：厚生労働省
『令和4年10月から育児休業等期間中の
社会保険料免除要件が見直されます』



2023/7/12 ©ドリームサポートグループ 18

•賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した１ヵ月

を超える育児休業等を取得した場合のみ免除される

•１ヵ月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む

賞与保険料の免除要件が変更

出典：厚生労働省
『令和4年10月から育児休業等期間中の
社会保険料免除要件が見直されます』

賞与保険料の免除要件の改正（2022年10月～）
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ご視聴ありがとうございました

• 分かりやすいセミナーとするため、法令等の情報の一部分をピックアップ
し、特例や例外などを省略して記載、解説している場合があります。

• 必ず最新の情報で御社の状況にあった正確な内容の確認をお願いします。



ドリームサポート社会保険労務士法人

Mail: info@dreamsupport.jp  /  Web:「ドリサポ」で検索

  国分寺オフィス
〒185-0021 東京都国分寺市南町3-15-6 小林ビル５F
TEL.042-300-0323 / FAX.042-300-0324

YouTubeチャンネル“ドリチャン” 公式インスタグラム

チャンネル登録
お願いします

フォローといいね！
お願いします
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事業ドメイン

パートナー事業

労務相談

コンサルティング事業

各種コンサルティング

エージェント事業

給与計算・手続き代行

エデュケーション事業
セミナー主催・登壇・
執筆・動画など

ドリサポ セミナーラインナップ
・就業規則整備のポイント
・法改正セミナー
・ハラスメント対策セミナー
・メンタルヘルス対策による労務管理セミナー
・給与計算の実務
・仕事と育児の両立支援セミナー など多数
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